
富 士 宮 市 週 休 ２ 日 推 進 工 事 入 札 実 施 要 領  

 

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 要 領 は 、富 士 宮 市 が 発 注 す る 休 日 施 工 の 原 則 禁 止 を 条 件 と し

た 工 事 に お け る 入 札 の 実 施 に 関 し 、 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

（ 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 要 領 に お い て 、次 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、当 該 各 号 の 定 め る

と こ ろ に よ る 。  

⑴  対 象 期 間  

工 事 着 手 日（ 準 備 期 間 を 除 く ）か ら 工 事 完 成 日（ 後 片 付 け 期 間 を除

く ） ま で の 期 間 の こ と を い う 。 た だ し 、 年 末 年 始 休 暇 （ ６ 日 間 ）、 夏

季 休 暇 （ ３ 日 間 ）、 工 場 製 作 の み を 実 施 し て い る 期 間 、 工 事 全 体 を 一

時 中 止 し て い る 期 間 の ほ か 、発 注 者 が あ ら か じ め 対 象 外 と し て い る 期

間 は 含 ま な い 。  

⑵  休 工 日  

対 象 期 間 に お い て 、現 場 事 務 所 で の 事 務 作 業 を 含 め １ 日 を通 し て 現

場 や 現 場 事 務 所 が 閉 所 さ れ た 日 の こ と を い う 。な お 、巡 回 パ ト ロ ー ル

や 保 守 点 検 等 、 現 場 管 理 上 必 要 な 作 業 を 行 う 場 合 を 除 く 。  

⑶  週 休 ２ 日  

対 象 期 間 に お い て 、４ 週 ８ 休 以 上 に 相 当 す る 休 工 日 を 取 得 し た と 認

め ら れ る 状 態 の こ と を い う 。  

⑷  週 休 ２ 日 推 進 工 事 入 札  
 休 日 施 工 の 原 則 禁 止 を 条 件 と し た 入 札 の こ と を い う 。  

（ 対 象 工 事 ）  

第 ３ 条  週 休 ２ 日 推 進 工 事 入 札 の 対 象 と な る 工 事 は 、市 が 発 注 す る 予 定 価

格 が ２ ０ ０ 万 円 以 上 の 工 事 と す る 。 た だ し 、 次 に 掲 げ る 工 事 を 除 く 。  

⑴  施 工 に 必 要 な 実 日 数 （ 実 働 日 数 ） が １ 週 間 以 内 と 見 込 ま れ る 工 事  

⑵  通 年 維 持 工 事 、 修 繕 工 事 及 び 災 害 復 旧 工 事  

⑶  工 事 発 注 担 当 課 長 が 対 象 工 事 に 適 さ な い と 判 断 す る 工 事  

（ 入 札 公 告 及 び 特 記 仕 様 書 等 へ の 明 示 ）  

第 ４ 条  市 長 は 、週 休 ２ 日 推 進 工 事 の 入 札 を 行 お う と す る と き は 、入 札 公

告 で 提 示 す る 特 記 仕 様 書 等 に 、週 休 ２ 日 推 進 工 事 の 対 象 で あ る こ とを 明

示 す る も の と す る 。  

（ そ の 他 ）  

第 ５ 条  こ の 要 領 に 定 め る も の の ほ か 、 必 要 な 事 項 は 別 に 定 め る。  

附  則  



こ の 要 領 は 、 令 和 元 年 ９ 月 １ ７ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

こ の 要 領 は 、 令 和 ６ 年 ４ 月１日から施行する。  

附  則  

こ の 要 領 は 、 令 和 ７ 年 ４ 月１日から施行する。  

 


